
 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

 

平成２５年６月２６日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市教育委員会規則第５号 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

黒石市教育委員会事務局の組織等に関する規則（平成３年黒石市教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表中学校教育課の項係の名称欄中「・施設係」を削る。 

別表第１学校教育課の部総務係の項中第１４号を第２０号とし、第１３号を第１９

号とし、第１２号を第１８号とし、第１１号の次に次の６号を加える。 

(12) 市立学校に係る財産の管理に関すること。 

(13) 市立学校の施設の営繕及び保全に関すること。 

(14) 市立学校の管理備品の整備に関すること。 

(15) 市立学校の施設の建築等に関すること。 

(16) 市立小学校及び中学校施設等の使用許可に関すること。 

(17) 市立学校の公有財産の取得及び用途廃止等に関すること。 

別表第１学校教育課の部施設係の項を削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒石市教育委員会事務局の組織等に関

する規則の規定は、平成２５年４月１日から適用する。 


